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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両面に印刷された不透明層と、透明層の一面とが接着層で接着され、前記透明層の他面
に再剥離可能な再剥離貼着層が設けられた再剥離ラベルの製造方法であって、
　前記不透明層に印刷する印刷工程と、
　前記透明層の他面が前記再剥離貼着層を介して台紙に貼り着けられた状態でこれを供給
する透明層供給工程と、
　前記再剥離貼着層および前記透明層を前記台紙から剥離する剥離工程と、
　剥離した前記再剥離貼着層および前記透明層と前記台紙とを再貼り付けする再貼工程と
、
　前記接着層を形成する接着層形成工程と、
　前記接着層により前記不透明層と前記透明層とを接着する接着工程と、
　前記不透明層と前記接着層と前記透明層と前記再剥離貼着層とを打ち抜いてラベル輪郭
を形成する打ち抜き工程と、
　を有し、
　前記剥離工程の後に
　前記再剥離貼着層と前記台紙との間に糊殺し層を形成する糊殺し工程を有するとともに
、
　前記糊殺し工程において、前記糊殺し層が前記ラベル輪郭に対して一部分のみ形成され
ることを特徴とする再剥離ラベルの製造方法。
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【請求項２】
　前記接着層がＵＶ硬化接着剤からなり、前記接着層形成工程の後に、
　ＵＶ照射して前記接着層を硬化するＵＶ照射工程を有することを特徴とする請求項１記
載の再剥離ラベルの製造方法。
【請求項３】
　前記接着層が透明接着剤からなるとともに前記再剥離貼着層が透明層とされることを特
徴とする請求項１または２記載の再剥離ラベルの製造方法。
【請求項４】
　前記糊殺し工程において、
　前記糊殺し層が前記ラベル輪郭の所定部分に接して形成されることを特徴とする請求項
１記載の再剥離ラベルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は再剥離ラベルおよびその製造方法に関し、特に缶容器などに貼り着け後、再剥
離した際に隠蔽していた裏面（貼り付け面）の情報を確認可能なラベルに用いて好適な技
術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　販売キャンペーンなどの目的で、缶容器表面に貼り着けられるとともに、購入者が再剥
離して裏面の情報を確認可能となっているラベルが知られている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３４５６９２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献に記載された技術では、購入者が再剥離する際に、ラベルが剥がしにくいため
これを解決したいという要求があった。特に、ラベルに硬さがあり、女性や高齢者などで
は爪がかかりにくいため剥がすことが難しいという意見も聞かれていた。
　しかし、剥がしやすくするために貼り着け力を弱くすると、輸送途中に剥がれてしまう
などの問題が生じるため、強固な貼り着け力と、購入者の剥がしやすさと、を両立したい
という要求があった。
【０００５】
　さらに、このような機能を有するとともにラベラー（機械貼り）に対応したいという要
求もあった。
【０００６】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、以下の目的を達成しようとするもので
ある。
１．強固な貼り着け力と、購入者の剥がしやすさと、を両立した再剥離ラベルを提供する
こと。
２．ラベラー（機械貼り）に対応可能とすること。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の再剥離ラベルの製造方法は、両面に印刷された不透明層と、透明層の一面とが
接着層で接着され、前記透明層の他面に再剥離可能な再剥離貼着層が設けられた再剥離ラ
ベルの製造方法であって、
　前記不透明層に印刷する印刷工程と、
　前記透明層の他面が前記再剥離貼着層を介して台紙に貼り着けられた状態でこれを供給
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する透明層供給工程と、
　前記再剥離貼着層および前記透明層を前記台紙から剥離する剥離工程と、
　剥離した前記再剥離貼着層および前記透明層と前記台紙とを再貼り付けする再貼工程と
、
　前記接着層を形成する接着層形成工程と、
　前記接着層により前記不透明層と前記透明層とを接着する接着工程と、
　前記不透明層と前記接着層と前記透明層と前記再剥離貼着層とを打ち抜いてラベル輪郭
を形成する打ち抜き工程と、
　を有し、
　前記剥離工程の後に
　前記再剥離貼着層と前記台紙との間に糊殺し層を形成する糊殺し工程を有するとともに
、
　前記糊殺し工程において、前記糊殺し層が前記ラベル輪郭に対して一部分のみ形成され
ることにより上記課題を解決した。
　また、前記接着層がＵＶ硬化接着剤からなり、前記接着層形成工程の後に、
　ＵＶ照射して前記接着層を硬化するＵＶ照射工程を有することができる。
　また、前記接着層が透明接着剤からなるとともに前記再剥離貼着層が透明層とされるこ
とが好ましい。
　また、本発明において、前記糊殺し工程において、
　前記糊殺し層が前記ラベル輪郭の所定部分に接して形成される手段を採用することもで
きる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【０００８】
　本発明の再剥離ラベルの製造方法は、両面に印刷された不透明層と、透明層の一面とが
接着層で接着され、前記透明層の他面に再剥離可能な再剥離貼着層が設けられた再剥離ラ
ベルの製造方法であって、
　前記不透明層に印刷する印刷工程と、
　前記透明層の他面が前記再剥離貼着層を介して台紙に貼り着けられた状態でこれを供給
する透明層供給工程と、
　前記再剥離貼着層および前記透明層を前記台紙から剥離する剥離工程と、
　剥離した前記再剥離貼着層および前記透明層と前記台紙とを再貼り付けする再貼工程と
、
　前記接着層を形成する接着層形成工程と、
　前記接着層により前記不透明層と前記透明層とを接着する接着工程と、
　前記不透明層と前記接着層と前記透明層と前記再剥離貼着層とを打ち抜いてラベル輪郭
を形成する打ち抜き工程と、
　を有することにより、従来に比べて剥がしやすい再剥離ラベルを提供することができる
。
【０００９】
　また、前記接着層がＵＶ硬化接着剤からなり、前記接着層形成工程の後に、
　ＵＶ照射して前記接着層を硬化するＵＶ照射工程を有することにより、このＵＶ硬化接
着剤からなる接着層がラベルの厚さ方向の中央位置に配置されてなるために、剥がそうと
する再剥離ラベルに横向きの力が作用した場合にかぎって、缶容器等の被着体に直接貼り
着けられている透明層に対して、最上層の不透明層がＵＶ硬化接着剤層を介して外側に接
続されているため、透明層および再剥離貼着層を被着体から容易に剥離することが可能と
なる。
【００１０】
　ここで、ＵＶ照射工程における接着層の硬化とは、貼り合わせる前にＵＶ照射して、反
硬化させて貼り合わせることや、形成した接着層を間に挟んだ後に、透明層側からＵＶ照
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射して接着可能な状態まで硬化させるものを含むことができる。
【００１１】
　さらに、ＵＶ硬化接着剤層を比較的柔らかい状態で形成した場合には、再剥離ラベルに
横向きの力が作用した際に、不透明層が透明層に対してラベル面内方向に変形しやすくな
るため、再剥離貼着層から上側の積層体を被着体から容易に剥離することが可能となる。
　または、ＵＶ硬化接着剤層を比較的固い状態で形成した場合には、再剥離ラベルに横向
きの力が作用した際に、不透明層と透明層とを一体とした状態でラベル面内方向に変形さ
せやすくなるため、再剥離貼着層から上側の積層体を被着体から容易に剥離することが可
能となる。
【００１２】
　また、前記接着層が透明接着剤からなるとともに前記再剥離貼着層が透明層とされるこ
とにより、不透明層裏面に印刷された情報をこの接着層を透過させて視認することができ
る。
【００１３】
　本発明において、前記剥離工程の後に
　前記再剥離貼着層と前記台紙との間に糊殺し層を形成する糊殺し工程を有するとともに
、
　前記糊殺し工程において、前記糊殺し層が前記ラベル輪郭に対して一部分のみ形成され
ることにより、この糊殺し層が形成された糊殺し領域における再剥離貼着層と台紙との貼
着を弱めて、再剥離貼着層から上側の積層体を被着体から容易に剥離することが可能とな
るきっかけ部分を形成することができるとともに、糊殺し層が形成された一部分の糊殺し
領域を、糊殺し領域の設けられた再剥離ラベルの輪郭位置から、被着領域の全体を剥離す
るためのきっかけとしてラベルをめくりやすくすることが可能となる。
【００１４】
　ここで、糊殺し層が形成された糊殺し領域は、ラベル輪郭の一部分に対応する内側位置
に設けられていれば、糊殺し領域がラベル輪郭には接しておらず、ラベル輪郭から微小長
さ内側に入った状態として形成されることができ、輸送中には再剥離ラベルが意図しない
状態で剥離されないように缶容器等の表面にしっかりと貼り着けた状態を維持するととも
に、再剥離をおこなう場合には、ラベル輪郭のすぐ内側に糊殺し領域があるために、容易
に缶容器等の購入者が剥離することが可能となる。
【００１５】
　あるいは、糊殺し層が形成された糊殺し領域は、ラベル輪郭の一部分に対応する内側位
置に設けられていれば、糊殺し領域がラベル輪郭に接する部分と接しない部分とを有する
ことができ、好ましくは、ラベル輪郭の一部に接した位置として糊殺し領域が形成される
とともに、糊殺し領域の接したラベル輪郭の一部の中央付近のみが部分的にラベル輪郭か
ら微小長さ内側に入った状態として形成されることができ、この部分のみが缶容器等の表
面に貼り着けられていることにより、輸送中には再剥離ラベルが意図しない状態で剥離さ
れないように缶容器等の表面にしっかりと貼り着けた状態を維持するとともに、再剥離を
おこなう場合には、ラベル輪郭に接した他の糊殺し領域があるために、容易に缶容器等の
購入者が剥離することが可能となる。
【００１６】
　また、本発明において、前記糊殺し工程において、
　前記糊殺し層が前記ラベル輪郭の所定部分に接して形成される手段を採用することによ
り、糊殺し層が形成されたラベル輪郭の一部分から内側に向かう一部の糊殺し領域を、剥
離するためのきっかけとしてラベルをめくりやすくすることもできる。
【００１７】
　本発明の再剥離ラベルにおいては、上記のいずれか記載の製造方法によって製造された
再剥離ラベルであって、
　両面に印刷された前記不透明層と、前記接着層と、前記透明層と、前記再剥離貼着層と
、が積層されてなることにより、再剥離貼着層によって被着体に貼り着けた際には、不透
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明層の表側である外側表面の情報のみを視認可能とするとともに、その後、再剥離貼着層
の下側位置から被着体より剥離する際に、容易に剥離することができるとともに、剥離後
に、不透明層裏面に印刷された情報を接着層および再剥離貼着層を透過させて視認するこ
とができる。
【００１８】
　また、前記台紙が長尺とされ、その延在する方向に複数の再剥離ラベルが離間して貼着
されていることにより、たとえば、ラベラーを利用した機械貼りに利用することが容易と
なる。
【００１９】
　また、上記のいずれか記載の製造方法によって製造された再剥離ラベルであって、
両面に印刷された前記不透明層と、前記接着層と、前記透明層と、前記再剥離貼着層と、
糊殺し層と、が積層されてなることにより、再剥離貼着層によって被着体に貼り着けた際
には、不透明層の表側である外側表面の情報のみを視認可能とするとともに、その後、再
剥離貼着層の下側位置から被着体より剥離する際に、糊殺し層を設けた糊殺し領域から容
易に剥離することができるとともに、剥離後に、不透明層裏面に印刷された情報を糊殺し
層、接着層および再剥離貼着層を透過させて視認することができる。
【００２０】
　また、前記台紙が長尺とされ、その延在する方向に複数の再剥離ラベルが離間して貼着
され、
　前記台紙の延在する方向に対して、複数の再剥離ラベルで前記糊殺し層が平面視して同
じ位置に形成されていることにより、例えば円周状の缶容器側表面に貼り着ける場合に、
ラベル中心位置から糊殺し層が形成された糊殺し領域に向かう方向を、円筒軸方向と同じ
方向となるように位置して貼り着けることで、円周状の缶容器側表面に沿って再剥離ラベ
ルが湾曲した状態として貼り着けられるため、糊殺し領域から輸送中などに不用意に剥が
れてしまうことなどを防止できる。
【００２１】
　ここで、「台紙の延在する方向に対して、複数の再剥離ラベルで前記糊殺し層が平面視
して同じ位置に形成されている」とは、台紙に対して複数仮着されたそれぞれの再剥離ラ
ベルにおいて、個々の再剥離ラベルの中心位置から糊殺し層を形成した糊殺し領域を配置
した方向が、いずれも同じ方向となっていることを意味する。つまり、「前記台紙の延在
する方向に対して、同じ側にそれぞれの再剥離ラベルの糊殺し層が形成されている」もの
である。
【００２２】
　また、平面視してラベル中心から前記ラベル輪郭において前記糊殺し層の形成された位
置へ向かう方向が前記台紙の延在する方向に対して同じとなる縦位置に形成されているこ
とにより、長尺の台紙および少なくとも長尺の再剥離貼着層を剥離して糊殺し層を形成す
る際に、ラベルの離間する距離と同じ距離を有するように、台紙または再剥離貼着層の対
向面に糊殺し層を離間して配置形成し、再貼り着けした後に、不透明層と接着層と透明層
と再剥離貼着層と糊殺し層とが積層された長尺の積層体をラベル輪郭に打ち抜くことで、
複数の再剥離ラベルにおいて、すべてが同じ縦位置として糊殺し層を形成して断続的に長
尺の台紙に貼り着けた状態として製造することができる。
【００２３】
　ここで、縦位置とは、長尺の台紙の延在する方向と、これに断続的に貼り着けられた複
数の再剥離ラベルの中心位置から糊殺し層の形成された糊殺し領域に向かう方向と、がす
べて同じ方向として揃った状態を意味する。
【００２４】
　また、平面視してラベル中心から前記ラベル輪郭において前記糊殺し層の形成された位
置へ向かう方向が前記台紙の延在する方向に対して略直交する横位置に形成されているこ
とにより、長尺の台紙および少なくとも長尺の再剥離貼着層を剥離して糊殺し層を形成す
る際に、台紙または再剥離貼着層の対向面にラベルの離間する距離と同じ距離を有するよ
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うに糊殺し層を離間して配置するか、または、所定の幅寸法として糊殺し層を形成する部
分だけ連続して台紙の延在する方向に糊殺し層を連続的に形成し、再貼り着けした後に、
不透明層と接着層と透明層と再剥離貼着層と糊殺し層とが積層された長尺の積層体をラベ
ル輪郭に打ち抜いて輪郭切断およびカス上げすることによって、複数の再剥離ラベルにお
いて、すべてが同じ縦位置として糊殺し層を形成して断続的に長尺の台紙に貼り着けた状
態として製造することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、強固な貼り着け力と、購入者の剥がしやすさと、を両立した再剥離ラ
ベルを提供することができるという効果を奏することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明に係る再剥離ラベルの第１実施形態を示す模式断面図である。
【図２】本発明に係る再剥離ラベルの第１実施形態における表面を示す平面図（ａ）、裏
面を示す平面図（ｂ）である。
【図３】本発明に係る再剥離ラベルの第１実施形態が複数台紙に貼り着けられた状態を示
す平面図である。
【図４】本発明に係る再剥離ラベルの製造方法の第１実施形態を示すフローチャート図で
ある。
【図５】本発明に係る再剥離ラベルの製造方法の第１実施形態で使用する製造装置を示す
模式正面図である。
【図６】本発明に係る再剥離ラベルの第１実施形態における他の例の表面を示す平面図で
ある。
【図７】本発明に係る再剥離ラベルの第１実施形態における他の例が複数台紙に貼り着け
られた状態を示す平面図である。
【図８】本発明に係る再剥離ラベルの製造方法の第２実施形態を示すフローチャート図で
ある。
【図９】本発明に係る再剥離ラベルの製造方法の第２実施形態で使用する製造装置を示す
模式正面図である。
【図１０】本発明に係る再剥離ラベルの第３実施形態を示す模式断面図である。
【図１１】本発明に係る再剥離ラベルの第３実施形態における表面を示す平面図である。
【図１２】本発明に係る再剥離ラベルの第３実施形態における表面の他の例を示す平面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明に係る再剥離ラベルおよびその製造方法の第１実施形態を、図面に基づい
て説明する。
　図１は、本実施形態における再剥離ラベルを示す模式断面図であり、図２は、本実施形
態における再剥離ラベル表面を示す平面図（ａ）、裏面を示す平面図（ｂ）であり、図３
は、本実施形態における再剥離ラベルが複数台紙に貼り着けられた状態を示す平面図であ
り、図において、符号１０は、再剥離ラベルである。
【００２８】
　本実施形態に係る再剥離ラベル１０は、たとえば、キャンペーンなどに用いられ、不透
明な略円筒状の容器、例えば、缶容器等の被着体に貼り着けた状態では、表面の表示情報
しか視認できず、これを再剥離して隠されていた面にある表示情報を視認可能とするもの
である。
【００２９】
　再剥離ラベル１０は、図１に示すように、長尺の台紙１８に、糊殺し層１１と、再剥離
貼着層１２と、透明層１３と、接着層１４と、不透明層１６と、が積層されている。
　不透明層１６の両面には、印刷された表印刷層１７と、印刷された裏印刷層１５とが設
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けられている。
【００３０】
　不透明層１６は、樹脂、紙、合成紙、一例としてポリプロピレンを主原料とするフィル
ム法合成紙であるユポ（株式会社ユポ・コーポレーション登録商標）などを用いることが
できる。不透明層１６の厚さとしては、例えば、３０μｍ～１００μｍ、より好ましくは
、５０μｍ～８０μｍ、あるいは、６０μｍ程度に設定することができる。
【００３１】
　表印刷層１７と裏印刷層１５とは、不透明層１６に印刷され、表印刷層１７は、キャン
ペーン等応募の情報等を表すものとされ、裏印刷層１５は、抽選番号、あるいは、応募に
用いるバーコードやＵＲＬ等の応募情報などの隠匿情報とされている。裏印刷層１５によ
って示される表示情報は、再剥離ラベル１０を缶容器等から剥離しないと視認することが
できない。
【００３２】
　表印刷層１７と裏印刷層１５とは、後述するように、接着層１４がＵＶ照射硬化型接着
剤とされていることにより、インクの選定に自由度を有することが可能であり、また、印
刷ににじみが発生することなどを防止することができる。また、表印刷層１７と裏印刷層
１５とは、同一の不透明層１６に印刷されているため、貼り合わせ時に表印刷層１７と裏
印刷層１５との位置がずれる等の不具合が生じることがない。さらに、透明層１３に印刷
する場合に比べて、裏印刷層１５の印刷の乗りをよくして、鮮明な印字をおこなうことが
できる。
【００３３】
　接着層１４は、ＵＶ照射硬化型接着剤からなるものとされている。接着層１４は、不透
明層１６と透明層１３とを接着するとともに、再剥離ラベル１０を剥がした際に、この接
着層１４をすかして裏印刷層１５の情報を視認可能なように透明剤からなるものとされて
いる。
【００３４】
　接着層１４としては、あらかじめ層状に形成した接着層１４をＵＶ照射によって半硬化
させるとともにその後に不透明層１６と透明層１３とを接着させて貼り合わせることが可
能なＵＶ照射硬化型接着剤からなることができる。あるいは、接着層１４としては、あら
かじめ接着層１４を層状に形成して不透明層１６と透明層１３とを接着するとともにその
後にＵＶ照射によって接着層１４を硬化させて貼り合わせることが可能なＵＶ照射硬化型
接着剤からなることができる。
【００３５】
　なお、接着層１４を半硬化させる場合には、硬化させる際のＵＶ（紫外線）の照射源の
位置が、直接露出した状態のＵＶ照射硬化型接着剤に照射可能な位置とされることができ
る。あるいは、接着層１４を接着後にＵＶ照射によって硬化させる場合には、透明層１３
を透過したＵＶが、塗布等の手段で形成された状態のＵＶ照射硬化型接着剤に照射して硬
化可能な強度で到達可能な位置とされることができる。
【００３６】
　なお、接着層１４の形成厚さとしては、例えば、３μｍ～３０μｍ、より好ましくは、
５μｍ～２０μｍ、あるいは、５μｍ程度に設定することができる。
　また、形成された接着層１４の硬度としては、不透明層１６と透明層１３との厚さ・硬
さに応じて、それぞれ、厚い場合には比較的硬いもの、あるいは、薄い場合には比較的柔
らかいもののどちらかを選択することができるが、この選択に限られることはなく、厚薄
い合でも比較的硬いもの、あるいは、厚い場合でも比較的柔らかいもののどちらかを選択
することもできる。接着層１４の硬度としては、再剥離ラベル１０の再剥離時のハンドリ
ング性、つまり、購入者における再剥離ラベル１０の剥がしやすさと貼り着け力とのバラ
ンスによって選択されるものである。
【００３７】
　透明層１３は、再剥離ラベル１０を剥がした際に、この透明層１３　および接着層１４
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をすかして裏印刷層１５の情報を視認可能とされる透明樹脂フィルムからなり、例えば、
ＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＥＴ（ポリエステル）、ＰＥ（ポリエチレン）などのフィル
ムからなることができる。また、透明層１３の厚さとしては、例えば、１５μｍ～７０μ
ｍ、より好ましくは、２０μｍ～５０μｍ、あるいは、２０μｍ程度に設定することがで
きる。
【００３８】
　再剥離貼着層１２は、再剥離ラベル１０を缶容器等の被着体に一度貼り付けた後、輸送
中などに不用意に剥離しない状態を維持可能であるとともに、購入者が裏印刷層１５の情
報を視認可能なように剥離可能なように、その貼り着け力が設定されている。具体的には
、接着剤としてその主成分はアクリル系やゴム系、シリコーン系などからなることができ
る。もちろん、硬化した接着層１４における接着状態よりも再剥離貼着層１２の被着体へ
の貼り付けは、その接着力が弱くなるように設定されている。また、再剥離貼着層１２の
厚さとしては、例えば、１５μｍ～７０μｍ、より好ましくは、２０μｍ～５０μｍ、あ
るいは、２０μｍ程度に設定することができる。
【００３９】
　糊殺し層１１は、シリコーン等の剥離剤からなる層とされ、図２に示すように、再剥離
ラベル１０の輪郭に接した部分的な領域として形成されている。糊殺し層１１が形成され
た糊殺し領域は、易剥離領域として再剥離ラベル１０を再剥離する際に使用可能となって
いる。
　糊殺し層１１としては、例えば、シリコーンや、ニスなどからなることができる。また
、糊殺し層１１の厚さとしては、例えば、１μｍ～１０μｍ、より好ましくは、２μｍ～
７０μｍ、あるいは、５μｍ程度に設定することができる。
【００４０】
　台紙１８は、長尺とされ、その延在する方向に複数の再剥離ラベル１０が離間して仮着
されている。
【００４１】
　糊殺し層１１は、図３に示すように、台紙１８の延在する方向に対して複数仮着された
再剥離ラベル１０において、その中心位置から糊殺し層１１の配置された方向がいずれも
同じ方向となるようになっている。図３においては、ラベル中心位置から糊殺し層１１の
配置された方向が下向きとされている。
【００４２】
　図３に示す例では、図の上下方向に延在する台紙１８に対して、この上下方向に複数の
再剥離ラベル１０が断続的に同じ距離離間して配置されているとともに、それぞれの再剥
離ラベル１０において糊殺し層１１のある領域がいずれも図の下側位置とされている。本
実施形態においては、このように、複数の再剥離ラベル１０において、ラベル中心からの
糊殺し層１１の配置方向と台紙１８の長手方向とが、同じ方向となり揃っている状態を「
縦位置」と称する。
【００４３】
　次に、本実施形態における再剥離ラベルの製造方法について説明する。
【００４４】
　図４は、本実施形態における再剥離ラベルの製造方法を示すフローチャートであり、図
５は、本実施形態における再剥離ラベルの製造装置を示す模式図である。
【００４５】
　本実施形態における再剥離ラベルの製造方法は、図５に示す製造装置１００を用いてお
こなわれる。
　本実施形態における再剥離ラベルの製造装置１００は、図５に示すように、不透明層ロ
ール１０１と、表印刷部１０２と、裏印刷部１０３と、透明層ロール１０５と、剥離部１
０６と、糊殺し印刷部１０７と、再貼部１０８と、接着層形成部１１１と、ＵＶ照射部１
１２と、接着部１１３と、打ち抜き部１１４と、カストリ部１１５と、巻回部１１６と、
を有するものとされる。
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【００４６】
　本実施形態における再剥離ラベルの製造方法は、図４に示すように、不透明層供給工程
Ｓ０１と、表印刷工程Ｓ０２と、裏印刷工程Ｓ０３と、透明層供給工程Ｓ０５と、剥離工
程Ｓ０６と、糊殺し工程Ｓ０７と、再貼工程Ｓ０８と、接着層形成工程Ｓ１１と、ＵＶ照
射工程Ｓ１２と、接着工程Ｓ１３と、打ち抜き工程Ｓ１４と、カストリ工程Ｓ１５と、巻
回工程Ｓ１６と、を有するものとされる。
【００４７】
　図４に示す不透明層供給工程Ｓ０１は、図５に示すように、不透明層１６がロール状に
巻回された不透明層ロール１０１から不透明層１６を供給する。この不透明層１６は、長
尺の未印刷原反の状態とされる。
【００４８】
　図４に示す表印刷工程Ｓ０２は、図５に示すように、供給された不透明層１６に対して
、表印刷部１０２において不透明層１６の表面に印刷して、表印刷層１７を形成する。
【００４９】
　図４に示す裏印刷工程Ｓ０３は、図５に示すように、表印刷層１７の印刷された不透明
層１６に対して、裏印刷部１０３において不透明層１６の裏面に印刷して、裏印刷層１５
を形成する。
　表印刷工程Ｓ０２および裏印刷工程Ｓ０３においては、印刷層１５，１７を形成する印
刷工程とされ、それぞれに乾燥・定着等の工程を含むことができる。また、印刷層１５，
１７がＵＶ硬化インクとされた場合には、ＵＶ照射の工程を含むこともできる。
【００５０】
　図４に示す透明層供給工程Ｓ０５は、図５に示すように、台紙１８と再剥離貼着層１２
と透明層１３とが貼り合わされた状態でロール状に巻回された透明層ロール１０５からこ
れら台紙１８と再剥離貼着層１２と透明層１３とを貼り合わされた状態で供給する。
【００５１】
　この透明層１３は、長尺フィルムに再剥離貼着層１２となる接着剤の層が形成されてお
り、これが再剥離貼着層１２によって長尺の台紙１８に仮着された状態で供給されるもの
とされる。
　台紙１８と透明層１３とは、平面視して略同一幅とすることができる。再剥離貼着層１
２は、透明層１３の全面に設けられていることができる。
【００５２】
　図４に示す剥離工程Ｓ０６は、図５に示すように、透明層供給工程Ｓ０５によって貼り
合わされた状態で供給された台紙１８と再剥離貼着層１２と透明層１３とから、再剥離貼
着層１２および透明層１３を剥離部１０６において、一時的に剥離して再剥離貼着層１２
を露出した状態とする。
【００５３】
　図４に示す糊殺し工程Ｓ０７は、図５に示すように、剥離工程Ｓ０６において剥離され
た再剥離貼着層１２と台紙１８との間に、糊殺し印刷部１０７により糊殺し層１１を部分
的に形成する。ここで、糊殺し層１１は、再剥離貼着層１２側と台紙１８側とのどちらに
形成してもよいが、本実施形態では、台紙１８側に形成している。また、糊殺し層１１の
形成は、印刷、塗布、噴霧等、糊殺し層１１の材質・組成等に応じて、適宜、選択するこ
とができる。
【００５４】
　さらに、糊殺し層１１は、後述する打ち抜き工程Ｓ１４において設定される再剥離ラベ
ル１０の輪郭形状に対して、例えば、図３に示すように、縦位置に対応する離間した状態
、あるいは、後述する横位置など他の位置に対応した状態として設けられる。
【００５５】
　図４に示す再貼工程Ｓ０８は、図５に示すように、糊殺し工程Ｓ０７によって糊殺し層
１１の形成された台紙１８と、剥離工程Ｓ０６によって、一時的に剥離されていた再剥離
貼着層１２および透明層１３を再貼部１０８において、再貼り着けする。
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【００５６】
　図４に示す接着層形成工程Ｓ１１は、図５に示すように、再貼工程Ｓ０８によって再貼
り着けされた台紙１８と再剥離貼着層１２と透明層１３とにおいて、透明層１３の表面に
、接着層形成部１１１によって接着層１４を形成する。ここで、ＵＶ硬化接着剤とされる
接着層１４の形成は、印刷、塗布、噴霧等、ＵＶ硬化接着剤の材質・組成等に応じて、適
宜、選択することができる。接着層１４は、透明層１３の表面全体に略均一厚さとして形
成される。
【００５７】
　図４に示すＵＶ照射工程Ｓ１２は、図５に示すように、接着層形成工程Ｓ１１によって
透明層１３の表面に形成された接着層１４に対して、ＵＶ照射部１１２によってＵＶ（紫
外線）を照射し、ＵＶ硬化接着剤を半硬化させて，接着可能な状態とする。
　ここで、ＵＶ照射部１１２は、接着層１４に対して台紙１８と反対側、つまり、露出し
ている接着層１４の側に配置されて、露出している接着層１４に直接照射される。
【００５８】
　図４に示す接着工程Ｓ１３は、図５に示すように、ＵＶ照射工程Ｓ１２によって半硬化
された接着層１４を有する透明層１３および台紙１８に対して、裏印刷工程Ｓ０３におい
て裏印刷層１５が形成された不透明層１６を供給して、接着部１１３によって両側から押
圧することで、この接着層１４を介して、不透明層１６と、接着層１４を有する透明層１
３および台紙１８と、を接着する。
【００５９】
　ここで、表裏印刷工程Ｓ０２，Ｓ０３において印刷された印刷層１５，１７と、糊殺し
工程Ｓ０７において形成された糊殺し層１１との位置関係が対応するように、不透明層１
６と透明層１３とを位置あわせして貼り着ける。
　また、接着部１１３において、さらなるＵＶ照射や加熱等などの乾燥・硬化処理をおこ
なうことも可能である。
【００６０】
　図４に示す打ち抜き工程Ｓ１４は、図５に示すように、接着工程Ｓ１３で接着された積
層体である糊殺し層１１、再剥離貼着層１２、透明層１３、接着層１４、裏印刷層１５、
不透明層１６、表印刷層１７に対して、台紙１８を残してラベル輪郭を形成するように打
ち抜き部１１４において打ち抜き加工をする。
【００６１】
　図４に示すカストリ工程Ｓ１５は、図５に示すように、打ち抜き工程Ｓ１４において打
ち抜かれたラベル以外の部分をカストリし、カス上げした部分をカス収納部１１５ａへと
収納する。これにより、長尺の台紙１８に、離間した複数の再剥離ラベル１０が断続的に
貼り着けられた状態で形成される。
【００６２】
　図４に示す巻回工程Ｓ１６は、図５に示すように、カストリ工程Ｓ１５で形成された複
数の再剥離ラベル１０が断続的に等間隔に離間して貼り着けられた長尺の台紙１８を巻回
部１１６に巻回して、再剥離ラベル１０の製造を完了することができる。
【００６３】
　本実施形態における再剥離ラベル１０は、まず、台紙１８から剥離して、透視できない
不透明な材質からなる缶容器等の側面などに貼り着けられて、表印刷層１７として印刷さ
れたキャンペーン内容などの視認情報を視認可能な状態とされる。この際、ラベラーなど
の機械貼りをおこなうこともできる。しかも、台紙１８に対して、同じ方向として複数の
再剥離ラベル１０が貼り着けられていることで、容易に連続的に機械貼りをおこなうこと
ができる。
【００６４】
　さらに、缶容器（被着体）などの購入者が、再剥離ラベル１０を指や爪などで缶容器表
面から再剥離することにより、裏印刷層１５として印刷されたキャンペーン内容などの視
認情報を視認可能とされる。
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【００６５】
　本実施形態における再剥離ラベルおよびその製造方法によれば、再剥離ラベル１０を貼
り着けられた缶容器表面から指や爪などで再剥離しようとした場合、糊殺し層１１、再剥
離貼着層１２、透明層１３、接着層１４、裏印刷層１５、不透明層１６、表印刷層１７が
順に積層された積層体である再剥離ラベル１０に対して、図１に矢印Ａで示すように、剥
離しようとして横方向（面内方向）に力がかかることになる。
【００６６】
　その際、糊殺し層１１の形成された糊殺し領域が、きっかけとなって、再剥離ラベル１
０は再剥離される。このとき、図に矢印Ａで示す再剥離しようとする横向きの力に対して
、再剥離ラベル１０の上側位置にある不透明層１６側が、再剥離貼着層１２によって缶容
器表面に貼り着けられている透明層１３に対して横向きに力がかかることになる。これに
より、これら透明層１３と不透明層１６との間にある接着層１４に横向きの応力が発生す
ることになる。
【００６７】
　ＵＶ硬化接着剤とされた接着層１４は、設定された範囲の硬度を有するため、その硬度
に従って、透明層１３と不透明層１６との厚さ・硬度（強度）に対応して以下のように振
る舞うことになる。
【００６８】
　まず、接着層１４の硬度が比較的高め（硬く）設定されている場合には、不透明層１６
に作用した横向きの剥離力を容易に透明層１３に対して伝達することが可能となるため、
糊殺し層１１の形成された糊殺し領域がきっかけとなって、缶容器表面から持ち上がった
不透明層１６の剥離方向への変形に透明層１３が容易に追従して、糊殺し層１１の形成さ
れた糊殺し領域より再剥離貼着層１２が順次缶容器表面から離間して、再剥離ラベル１０
が再剥離されることになる。
【００６９】
　これに対し、接着層１４の硬度が比較的低め（柔らかく）設定されている場合には、不
透明層１６に作用した横向きの剥離力に対して、この接着層１４が横向きに変形しようと
して、平面視して不透明層１６と透明層１３とが互いに沿った横方向にずれる状態となる
ように再剥離ラベル１０の積層体が変形する。この状態で、接着層１４は充分な接着力を
有しているために、横方向にずれた不透明層１６に近接するように透明層１３を引張し、
糊殺し層１１の形成された糊殺し領域がきっかけとなって、缶容器表面から持ち上がった
不透明層１６の剥離方向への変形に透明層１３が容易に追従して、糊殺し層１１の形成さ
れた糊殺し領域より再剥離貼着層１２が順次缶容器表面から離間して、再剥離ラベル１０
が再剥離されることになる。
【００７０】
　さらに、再剥離貼着層１２と再度台紙１８とが、剥離工程Ｓ０６によって剥離されると
ともに再貼工程Ｓ０８によって再度貼り着けられるという、一度剥がした状態として再剥
離ラベル１０が製造され、さらに、再び台紙１８から剥がした後に、この再剥離ラベル１
０が缶容器表面に貼り着けられた状態として購入することになるために、購入者による再
剥離において、再剥離貼着層１２が順次缶容器表面から容易に離間するように促すことが
可能となり、これにより、再剥離ラベル１０の購入者による再剥離を容易におこなうこと
ができる。
【００７１】
　また、上述したように、糊殺し層１１の形成された糊殺し領域がきっかけとなって、再
剥離貼着層１２が順次缶容器表面から容易に離間するように促すことが可能となり、これ
により、再剥離ラベル１０の再剥離を容易におこなうことができる。
【００７２】
　本実施形態における再剥離ラベル１０によれば、このように、容易に再剥離することが
可能であるので、老人、子供、女性、あるいは、手指の力が弱い購入者であっても、容易
に再剥離して、裏印刷層１５の秘匿情報（隠蔽情報）を視認することが可能となる。
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【００７３】
　本実施形態における再剥離ラベル１０においては、図６に示すように、再剥離ラベル１
０の輪郭形状として、輪郭外側に向けて突出した突出部分を設け、この輪郭外側に向けて
突出した突出部分に糊殺し層１１を設けて、より再剥離を容易にすることが可能である。
　この場合、突出部分は、容易に再剥離できるため、再剥離ラベル１０の突出部分以外に
は、糊殺し層１１を設けないこともできる。
【００７４】
　あるいは、本実施形態における再剥離ラベル１０において、図７に示すように、糊殺し
層１１を、打ち抜き工程Ｓ１４において設定される再剥離ラベル１０の輪郭形状に対して
、例えば、横位置に対応する離間した状態として設けられることができる。
【００７５】
　ここで、糊殺し層１１は、図７に示すように、台紙１８の延在する方向に対して、断続
的に複数仮着された再剥離ラベル１０において、再剥離ラベル１０の中心位置から糊殺し
層１１の配置された方向がいずれも台紙１８の延在する方向に対して略直交する方向とな
るように設定された横位置とされている。
　この場合、糊殺し工程Ｓ０７においては、糊殺し層１１となる領域に対応して、台紙１
８の延在する方向に連続した所定幅として糊殺し剤を塗布・印刷等により形成することが
可能である。この場合、断続的に糊殺し層１１を形成する糊殺し領域を形成する場合に比
べて、ラベル輪郭と糊殺し領域との位置決めを縦方向（台紙１８の延在する方向）でおこ
なう必要がないため、調整する手間を省くことができる。
【００７６】
　以下、本発明に係る再剥離ラベルおよびその製造方法の第２実施形態を、図面に基づい
て説明する。
　図８は、本実施形態における再剥離ラベルの製造方法を示すフローチャートであり、図
９は、本実施形態における再剥離ラベルの製造装置を示す模式図である。
り、本実施形態において、上述した第１実施形態と異なるのは、製造方法および製造装置
に関する点であり、これ以外の上述した第１実施形態と対応する構成には同一の符号を付
してその説明を省略する。
【００７７】
　本実施形態における再剥離ラベルの製造方法は、図９に示す製造装置２００を用いてお
こなわれる。
　本実施形態における再剥離ラベルの製造装置２００は、図９に示すように、不透明層ロ
ール２０１と、表印刷部２０２と、裏印刷部２０３と、透明層ロール２０５と、剥離部２
０６と、糊殺し印刷部２０７と、再貼部２０８と、接着層形成部２１１と、ＵＶ照射部２
１２と、接着部２１３と、打ち抜き部２１４と、カストリ部２１５と、巻回部２１６と、
を有するものとされる。
【００７８】
　本実施形態における再剥離ラベルの製造方法は、図８に示すように、不透明層供給工程
Ｓ０１と、表印刷工程Ｓ０２と、裏印刷工程Ｓ０３と、接着層形成工程Ｓ１１と、透明層
供給工程Ｓ０５と、剥離工程Ｓ０６と、接着工程Ｓ１３と、ＵＶ照射工程Ｓ１２と、糊殺
し工程Ｓ０７と、再貼工程Ｓ０８と、打ち抜き工程Ｓ１４と、カストリ工程Ｓ１５と、巻
回工程Ｓ１６と、を有するものとされる。
【００７９】
　図８に示す不透明層供給工程Ｓ０１は、図９に示すように、不透明層１６がロール状に
巻回された不透明層ロール２０１から不透明層１６を供給する。この不透明層１６は、長
尺の未印刷原反の状態とされる。
【００８０】
　図８に示す表印刷工程Ｓ０２は、図９に示すように、供給された不透明層１６に対して
、表印刷部２０２において不透明層１６の表面に印刷して、表印刷層１７を形成する。
【００８１】
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　図８に示す裏印刷工程Ｓ０３は、図９に示すように、表印刷層１７の印刷された不透明
層１６に対して、裏印刷部２０３において不透明層１６の裏面に印刷して、裏印刷層１５
を形成する。
　表印刷工程Ｓ０２および裏印刷工程Ｓ０３においては、印刷層１５，１７を形成する印
刷工程とされ、それぞれに乾燥・定着等の工程を含むことができる。また、印刷層１５，
１７がＵＶ硬化インクとされた場合には、ＵＶ照射の工程を含むこともできる。
【００８２】
　図８に示す接着層形成工程Ｓ１１は、図９に示すように、裏印刷工程Ｓ０３によって不
透明層１６に印刷された裏印刷層１５の表面に、接着層形成部２１１によって接着層１４
を形成する。ここで、ＵＶ硬化接着剤とされる接着層１４の形成は、印刷、塗布、噴霧等
、ＵＶ硬化接着剤の材質・組成等に応じて、適宜、選択することができる。接着層１４は
、不透明層１６の表面全体に略均一厚さとして形成される。
【００８３】
　図８に示す透明層供給工程Ｓ０５は、図９に示すように、台紙１８と再剥離貼着層１２
と透明層１３とが貼り合わされた状態でロール状に巻回された透明層ロール２０５からこ
れら台紙１８と再剥離貼着層１２と透明層１３とを貼り合わされた状態で供給する。
【００８４】
　この透明層１３は、長尺フィルムに再剥離貼着層１２となる接着剤の層が形成されてお
り、これが再剥離貼着層１２によって長尺の台紙１８に仮着された状態で供給されるもの
とされる。
　台紙１８と透明層１３とは、平面視して略同一幅とすることができる。再剥離貼着層１
２は、透明層１３の全面に設けられていることができる。
【００８５】
　図８に示す剥離工程Ｓ０６は、図９に示すように、透明層供給工程Ｓ０５によって貼り
合わされた状態で供給された台紙１８と再剥離貼着層１２と透明層１３とから、再剥離貼
着層１２および透明層１３を剥離部２０６において、一時的に剥離して再剥離貼着層１２
を露出するとともに、透明層１３を接着層形成工程Ｓ１１によって接着層１４が形成され
た不透明層１６に対して近接するように導く。
【００８６】
　図８に示す接着工程Ｓ１３は、図９に示すように、剥離工程Ｓ０６において台紙１８か
ら分離された透明層１３と、接着層１４が形成された不透明層１６とを接着部２１３によ
って両側から押圧することで、この接着層１４を介して、接着層１４を有する不透明層１
６と、透明層１３と、を接着する。
【００８７】
　図８に示すＵＶ照射工程Ｓ１２は、図９に示すように、接着工程Ｓ１３によって透明層
１３と不透明層１６との間に形成された接着層１４に対して、ＵＶ照射部２１２によって
ＵＶ（紫外線）を照射し、ＵＶ硬化接着剤を硬化させて、これら透明層１３と不透明層１
６とを接着する。
　ここで、ＵＶ照射部２１２は、接着層１４に対して透明層１３側、つまり、露出してい
る再剥離貼着層１２の側に配置されて、透明層１３を透過して接着層１４に照射される。
ＵＶ照射部２１２は、透明層１３を透過して照射されたＵＶ（紫外線）が、ＵＶ硬化接着
剤とされる接着層１４が硬化されて充分な接着力を有する強度を有するように、その照射
条件が設定される。
【００８８】
　図８に示す糊殺し工程Ｓ０７は、図９に示すように、剥離工程Ｓ０６において露出した
再剥離貼着層１２側の台紙１８表面に、糊殺し印刷部２０７により糊殺し層１１を部分的
に形成する。また、糊殺し層１１は、台紙１８側となる露出した再剥離貼着層１２表面に
形成してもよいが、本実施形態では、台紙１８側に形成している。また、糊殺し層１１の
形成は、印刷、塗布、噴霧等、糊殺し層１１の材質・組成等に応じて、適宜、選択するこ
とができる。
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【００８９】
　さらに、糊殺し層１１は、後述する打ち抜き工程Ｓ１４において設定される再剥離ラベ
ル１０の輪郭形状に対して、例えば、図３に示す縦位置に対応する断続的に離間した状態
、あるいは、図７に示す横位置に対応した所定幅で連続的な状態などとして設けられるこ
とができる。
【００９０】
　図８に示す再貼工程Ｓ０８は、図９に示すように、糊殺し工程Ｓ０７によって糊殺し層
１１の形成された台紙１８と、ＵＶ照射工程Ｓ１２によって硬化された接着層１４によっ
て接着された透明層１３および不透明層１６と、を再貼部２０８において、再貼り着けす
る。
【００９１】
　ここで、表裏印刷工程Ｓ０２，Ｓ０３において印刷された印刷層１５，１７と、糊殺し
工程Ｓ０７において形成された糊殺し層１１との位置関係が対応するように、不透明層１
６と透明層１３とを位置あわせして貼り着ける。
　また、再貼部２０８において、さらなるＵＶ照射や加熱等などの乾燥・硬化処理をおこ
なうことも可能である。
【００９２】
　図８に示す打ち抜き工程Ｓ１４は、図９に示すように、再貼工程Ｓ０８で再貼された積
層体である糊殺し層１１、再剥離貼着層１２、透明層１３、接着層１４、裏印刷層１５、
不透明層１６、表印刷層１７に対して、台紙１８を残してラベル輪郭を形成するように打
ち抜き部２１４において打ち抜き加工をする。
【００９３】
　図８に示すカストリ工程Ｓ１５は、図９に示すように、打ち抜き工程Ｓ１４において打
ち抜かれたラベル以外の部分をカストリし、カス上げした部分をカス収納部２１５ａへと
収納する。これにより、長尺の台紙１８に、離間した複数の再剥離ラベル１０が断続的に
貼り着けられた状態で形成される。
【００９４】
　図８に示す巻回工程Ｓ１６は、図９に示すように、カストリ工程Ｓ１５で形成された離
間した複数の再剥離ラベル１０が断続的に等間隔に離間して貼り着けられた長尺の台紙１
８を巻回部２１６に巻回して、再剥離ラベル１０の製造を完了することができる。
【００９５】
　本実施形態における再剥離ラベルおよびその製造方法によれば、第１実施形態と同様の
効果を奏する再剥離ラベル１０を製造することが可能となる。
　また、ＵＶ照射工程Ｓ１２において、透明層１３と不透明層１６との間で、すでに貼り
着け状態となっている接着層１４に対して、透明層１３を透過してＵＶ照射することで硬
化することにより、これら透明層１３と不透明層１６とをより強固に接着することが可能
である。さらに、硬化していない接着層１４を間に挟んだ状態で透明層１３と不透明層１
６との位置決め状態を確認した後に、ＵＶ照射工程Ｓ１２においてＵＶ照射することで接
着層１４を硬化することが可能なため、透明層１３と不透明層１６との貼り付け位置をよ
り正確に設定することが可能となる。
【００９６】
　以下、本発明に係る再剥離ラベルおよびその製造方法の第３実施形態を、図面に基づい
て説明する。
　図１０は、本実施形態における再剥離ラベルを示す模式断面図であり、図１１は、本実
施形態における再剥離ラベル表面を示す平面図であり、図１２は、本実施形態における再
剥離ラベル表面の他の例を示す平面図であり、本実施形態において、上述した第１および
第２実施形態と異なるのは、糊殺し層の配置に関する点であり、これ以外の上述した第１
および第２実施形態と対応する構成には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００９７】
　本実施形態における再剥離ラベル１０は、図１０に示すように、糊殺し層１１がラベル
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輪郭に接しておらず、その内側に位置している。
【００９８】
　本実施形態においては、糊殺し層１１が形成された糊殺し領域は、図１１に示すように
、再剥離ラベル１０輪郭の一部分に対応する内側位置に設けられているが、糊殺し領域と
なる糊殺し層１１が形成されている輪郭は、再剥離ラベル１０輪郭には直接接しておらず
、再剥離ラベル１０から微小長さ内側に入った状態として形成されている。
【００９９】
　これにより、本実施形態における再剥離ラベル１０は、再剥離ラベル１０輪郭近傍にお
いて、糊殺し層１１が形成されている輪郭より外側位置に、再剥離貼着層１２が糊殺し層
１１なしに被着体である缶容器等に直接貼り着けられる状態で、かつ、そのすぐ内側には
糊殺し層１１が所定の面積で存在することになる。
【０１００】
　これにより、輸送中には再剥離ラベル１０が意図しない状態で剥離されないように缶容
器等の表面にしっかりと貼り着けた状態を維持するとともに、再剥離ラベル１０の再剥離
をおこなう場合には、再剥離ラベル１０輪郭のすぐ内側に糊殺し層１１の形成された細い
再剥離貼着層１２の領域があるために、容易に缶容器等の購入者が剥離することが可能と
なる。
【０１０１】
　さらに、本実施形態においては、糊殺し層１１が形成された糊殺し領域は、図１２に示
すように、再剥離ラベル１０輪郭に接する部分と接しない部分とを有することができ、具
体的には、再剥離ラベル１０輪郭の一部に接した位置として糊殺し層１１の領域が形成さ
れるとともに、糊殺し層１１の形成された領域の接したラベル輪郭の一部の中央付近のみ
が部分的に再剥離ラベル１０輪郭から微小長さ内側に入った状態として形成され、この部
分の再剥離貼着層１２が糊殺し層１１なしに缶容器等に直接貼り着けられるように設定す
ることができる。
【０１０２】
　この場合には、糊殺し層１１の輪郭が再剥離ラベル１０輪郭から微小長さ内側に入った
部分のみとなる点状の再剥離貼着層１２で、糊殺し層１１が形成されている輪郭より外側
位置で缶容器等の表面に貼り着けられていることにより、輸送中には再剥離ラベル１０が
意図しない状態で剥離されないように缶容器等の表面にしっかりと貼り着けた状態を維持
するとともに、再剥離をおこなう場合には、再剥離ラベル１０輪郭に接した他の糊殺し層
１１の形成された領域があるために、容易に缶容器等の購入者が剥離することが可能とな
る。
【０１０３】
　本実施形態においては、再剥離ラベル１０輪郭近傍において、糊殺し層１１が形成され
ている輪郭より外側位置に、再剥離貼着層１２が缶容器に対して貼り着けられる微小領域
を形成することにより、第１および第２実施形態に比べて、糊殺し層１１の領域そのもの
を小さくしても、同様の易剥離性を維持することができる。ここで、糊殺し層１１の領域
そのものを小さくするとは、再剥離ラベル１０の輪郭付近からラベル中心に向かう方向に
おける糊殺し層１１の領域長さが短縮できることを意味している。言い換えると、再剥離
ラベル１０の径方向における糊殺し層１１の領域長さが短縮できることを意味している。
【０１０４】
　さらに、本実施形態においては、糊殺し層１１の領域を、上記以外の形状とすることが
可能である。例えば、糊殺し層１１のない点状の再剥離貼着層１２の領域を、複数離間し
て設けることなども可能である。
【符号の説明】
【０１０５】
１０…再剥離ラベル
１１…糊殺し層
１２…再剥離貼着層
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１３…透明層
１４…接着層
１５…裏印刷層
１６…不透明層
１７…表印刷層
１８…台紙
１００，２００…製造装置
１０１，２０１…不透明層ロール
１０２，２０２…表印刷部
１０３，２０３…裏印刷部
１０５，２０５…透明層ロール
１０６，２０６…剥離部
１０７，２０７…糊殺し印刷部
１０８，２０８…再貼部
１１１，２１１…接着層形成部
１１２，２１２…ＵＶ照射部
１１３，２１３…接着部
１１４，２１４…打ち抜き部
１１５，２１５…カストリ部
１１５ａ，２１５ａ…カス収納部
１１６，２１６…巻回部

【図１】

【図２】

【図３】
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